
時速４０Km １ １ . １m

時速６０Km １ ６ .７m

時速８０Km ２２ .２m

時速１７Km ４ .７m （一般的な自転車の速度）

時速３０Km ８ .３m （原付バイクの法定速度）

車両が１秒間に進む距離

スマホに気をとられてる間に、周りの状況は変わります！

交通安全情報
福生警察署
042－551－0110

令和７年５月号

自転車安全利用五則
① 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③ 夜間はライトを点灯
④ 飲酒運転は禁止

～飲んだら乗らない！車もバイクも、自転車も！～

⑤ ヘルメットを着用

２０２３年４月１日から自転車利用者は
ヘルメットの着用に努めなければなりません。

ながら運転！！

木

土

自転車もヘルメット！！

福生警察署
マスコットキャラクター

福生（ふくお）くん


